
船舶事故調査報告書 

平成２９年２月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２８年８月２日 １４時１０分ごろ 

発生場所 岡山県笠岡
かさおか

市コゴチ島北東岸沖（白石瀬戸） 

沖
おき

ノ白
しら

石
いし

灯台から真方位０２６°５５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２５.３′ 東経１３３°３１.０′） 

事故の概要  引船第十大栄
だいえい

丸は、はしけ第十五バージをえい
．．

航して南西進中、コ

ゴチ島北東岸沖の干出岩に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成２８年８月２２日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第十大栄丸、１９トン 

２７３－１２５１２愛媛、明和興産有限会社 

Ｂ はしけ 第十五バージ、総トン数なし（全長５０ｍ） 

   なし、明和興産有限会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風速 約３.９m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 Ａ船は、船長ほか１人が乗り組み、船首約０.５ｍ、船尾約２.０ｍ

の喫水で、Ｂ船をえい
．．

航して約５ノットの対地速力とし、自動操舵に

より白石瀬戸に向けて南西進していた。 

Ａ船は、船長が、自動操舵装置の針路設定ダイヤルを操作したとこ

ろ、舵が効かなかったので、変針予定場所までの距離を確認し、かが

んだ姿勢で操舵スタンドの下方にあるヒューズや配線の点検を行って

いたところ、乗り揚げた。 

船長は、本事故後、操舵スタンドのリモコンの切替えスイッチがリ

モコン側になっていることに気付いた。 

船長は、休憩中の甲板員を呼んで、船位の確認を行えばよかったと

本事故後に思った。 

分析 本船は、船長が、変針予定場所までに点検が終わるものと思い、操

舵スタンドの下方にあるヒューズや配線の点検を行い、船位の確認を

行っていなかったことから、変針予定場所を通過したことに気付か

ず、コゴチ島北東岸沖の干出岩に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、船長が、変針予定場所までに点検が終わるものと思い、

操舵スタンドの下方にあるヒューズや配線の点検を行い、船位の確認



 

を行っていなかったため、変針予定場所を通過したことに気付かず、

本船がコゴチ島北東岸沖の干出岩に乗り揚げたものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中、機器の点検等を行う際は、他の乗組員を呼んで、見張り

及び船位の確認を行わせること。 

・操舵不能となった際の点検は、広い海域で停船して行うことが望

ましい。 


